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背景①電力レジリエンスワーキンググループ 中間取りまとめ

 北海道胆振東部地震に伴うブラックアウトを踏まえ、昨年11月、「電力レジリエンスワー
キンググループ」において、電力インフラの総点検を実施。

 東日本エリア、中西日本エリア、沖縄エリアについて、年間を通じた最過酷断面において、
①最大電源サイトが脱落、②大規模電源サイト等に近接する４回線事故発生の場合
について確認。各エリアにおいて、必要に応じて運用対策等を実施することにより、周波
数低下によるブラックアウトには至らないことが確認された。

– 「東日本・中西日本エリアにおいては、最上位の送電線の電圧が、北海道エリアが27.5万Vなのに対して、
50万Vで構成されていることから、４回線事故が発生する蓋然性が低く、昨年の北海道大規模停電と
同様の最大電源サイトの脱落と近隣の基幹送電線における４回線事故が複合発生する蓋然性はさら
に低いと考えられる」とされている。

 また、電力インフラ総点検の方法をベースとしつつ、より精度を高めた形で、ブラックアウト
発生の可能性を定期的に確認するプロセスを構築することが提言された。
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背景②脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理

 「電力レジリエンスWG 中間取りまとめ」の提言を踏まえ、本年8月の「脱炭素化社会に
向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理」においては、想定される最過酷断面にお
いて、①最大電源サイトが脱落した場合、②大規模電源サイト等に近接する４回線事
故が発生した場合について、系統安定度（同期安定性）の変化を原因とする周波数
低下によるブラックアウト発生の可能性についても、広域機関の技術的観点からの協
力も得ながら、今冬の需給検証と同時期に確認することとされた。

 この整理を踏まえ、10/23に開催された広域機関の委員会において、各エリアにおける
ブラックアウト発生の可能性と対策案が技術的観点から評価されたことを踏まえ、本
小委員会では当該評価も踏まえた今後の対応について議論することとしたい。
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脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会 中間整理 （抜粋）

（１）ブラックアウトリスクの定期的な確認プロセスの構築
昨年夏から秋にかけて発生した一連の自然災害を踏まえ、広域機関に設置された第三者検証委員

会による北海道エリアにおけるブラックアウトのリスク総点検に加え、電力インフラの総点検として、電力レジ
リエンスワーキンググループにおいて、各エリアのブラックアウトのリスクについて一般送配電事業者等から報
告を受け、審議・評価を実施した。
結果として、東日本エリア、中西日本エリア、沖縄エリアについて、年間を通じた最過酷断面において、

北海道胆振東部地震によるブラックアウトと同様の事象である、①最大電源サイトが脱落、②大規模電
源サイト等に近接する４回線事故発生の場合においても、今般の事案と同様に周波数低下によっては、
必要に応じて運用対策等を実施することにより「ブラックアウトには至らない」ことが確認されている。
他方、設備構成等は随時変化することから、電力レジリエンスワーキンググループ中間取りまとめにお
いて、ブラックアウトのリスクを定期的に確認するプロセスを構築することが提言されたところ、本小委員
会ではそのプロセスについて議論し、電力インフラの総点検の方法をベースとしつつ、より精度を高めた形で
ブラックアウトのリスクを確認する観点から、想定される最過酷断面において、①最大電源サイトが脱落
した場合、②大規模電源サイト等に近接する４回線事故が発生した場合について、周波数低下による
ブラックアウト発生の可能性のみならず、系統安定度（同期安定性）の変化を原因とする周波数低下
によるブラックアウト発生の可能性についても確認の対象とすることと整理した。
また、必要と判断される事象については、広域機関の技術的観点からの協力も得ながら、今冬の需
給検証と同時期に第１回目を実施することと整理した。

６．電力ネットワークのレジリエンス強化



広域機関における確認結果
 各一般送配電事業者は、審議会で整理された条件に基づき、想定される最過酷断面
において、①大規模電源サイトの同時脱落、②４回線の送電線の同時停止が発生し
た場合のブラックアウト発生の可能性を同期安定性シミュレーションにより確認。

 広域機関において、そのデータの妥当性の確認とその条件に基づくシミュレーションを行い、
想定される最過酷条件でも、適切な対策を講じることにより全エリアにおいてブラックア
ウトに至らないことを確認し、一般送配電事業者の行った自己確認結果を妥当と評価。

同期系統 エリア 評価（広域機関）

北海道 北海道 揚水動力の分散運転、一部火力発電機の出力抑制等の運用対策を講じることにより、「ブラックアウトに
至らない」

東日本
東北 「現状はブラックアウト発生の可能性なし」
東京 系統安定化装置により高速に発電機を遮断するシステムを構築することにより、「ブラックアウトに至らない」

中西日本

中部 「現状はブラックアウト発生の可能性なし」
北陸 「現状はブラックアウト発生の可能性なし」
関西 「現状はブラックアウト発生の可能性なし」

中国 系統安定化装置により高速に発電機を遮断および系統を分離するシステムを構築することにより、「ブラック
アウトに至らない」

四国 「現状はブラックアウト発生の可能性なし」
九州 系統安定化装置により高速に発電機を遮断するシステムを構築することにより、「ブラックアウトに至らない」

沖縄 沖縄 「現状はブラックアウト発生の可能性なし」 6
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今後の対応

 今後、より災害に強い電力供給体制の構築のため、各一般送配電事業者に対して、
発電事業者の協力も得ながら、できる限り速やかに対策を講じることを求めることとして
はどうか。

 また、周波数低下だけでなく、系統安定度（同期安定性）の変化によるブラックアウト
発生の可能性とその対策についても確認されたことから、今後は、電源の配置や需要の
状況等に変化がないか事務的に確認をし、大幅に変更があった場合には、必要に応じ
て検証を行うこととしてはどうか。

エリア 対策

北海道 • 揚水動力の分散運転、一部火力発電機の出力抑制等の運用対策

東京 • 系統安定化装置により高速に発電機を遮断するシステムの構築

中国 • 系統安定化装置により高速に発電機を遮断および系統を分離するシステムの構築

九州 • 系統安定化装置により高速に発電機を遮断するシステムの構築


